
令和 3 年 1 月 

障がい児通所支援事業における児童指導員等加配加算の取り扱いについて 

 児童指導員等加配加算については、給付費の算定に必要となる従業者の員数

に加えて、さらに従業者を配置した際に算定することができます。 

 給付費の算定に必要な従業者とは、児童発達支援管理責任者も含まれますの

で、児童発達支援管理責任者が不在の場合や、専任かつ常勤の要件を満たして

いない場合は、満たさなくなった月より児童指導員等加配加算は算定できませ

ん。 

 

（抜粋） 

○児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に

関する基準 (平成二十四年三月十四日)(厚生労働省告示第百二十二号) 

別表 

第 1 児童発達支援 

～(中略)～ 

8 常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導を行

う等支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数

に加え、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(国家戦略特別区域法(平成 25

年法律第 107 号。以下「特区法」という。)第 12 条の 5 第 5 項に規定する事業実施区

域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る

国家戦略特別区域限定保育士。以下この注、注 9、注 11 及び 6 の注 3 の(1)において

同じ。)若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員(以下この注及び

注 9 において「理学療法士等」という。)、児童指導員若しくは別に厚生労働大臣が定

める基準に適合する者(以下この注及び注 9 において「児童指導員等」という。)又は

その他の従業者(当該別に厚生労働大臣が定める基準に適合する者を除く。以下この注

及び注 9 において同じ。)を 1 以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指

定児童発達支援事業所(ニの(1)又は(2)を算定する場合にあっては、注 2 の 2 の加算を

算定している指定児童発達支援事業所において、児童指導員等又は保育士を 2 以上配

置している場合に限る。)において、指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応

じ、1 日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

～（略）～ 

 

 

 

 



 

 

(抜粋) 

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 

(平成二十四年二月三日)(厚生労働省令第十五号) 

第二章 児童発達支援 

(従業者の員数) 

第五条 指定児童発達支援の事業を行う者(以下「指定児童発達支援事業者」とい

う。)が当該事業を行う事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)(児童発達支

援センターであるものを除く。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその

員数は、次のとおりとする。 

一 児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第

六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)、保育士(国家

戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五

第五項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士

又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同

じ。)又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校若しくは中

等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められ

た者、通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により

これに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以

上の資格を有すると認定した者であって、二年以上障害福祉サービスに係る業務に従

事したもの(以下「障害福祉サービス経験者」という。) 指定児童発達支援の単位ご

とにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指

導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数

の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上 

イ 障害児の数が十までのもの 二以上 

ロ 障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を

増すごとに一を加えて得た数以上 

二 児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十九条第

一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。) 一以上 

～（中略）～ 

七 第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常

勤でなければならない。 

 

 


